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佐倉市条例第   号 

   佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例 

 佐倉市都市公園条例（昭和４７年佐倉市条例第３１号）の一部を次のように

改正する。 

 第１０条第１項中「許可」の次に「（指定区域（別表第１の２の公園名の欄に

掲げる公園の区分に応じ、同表の区域の欄に定める区域をいう。以下同じ。）に

おける許可を除く。）」を加え、「別表第１の２」を「別表第１の３」に改める。 

 第１６条の２中「（佐倉城址公園を除く。以下「有料施設設置公園」という。）」

を削り、「有料施設設置公園の」を「同表に掲げる公園（佐倉城址公園を除く。

以下「有料施設設置公園」という。）及び指定区域の」に改める。 

 第１６条の３中「指定管理者」の次に「（指定区域の指定管理者を除く。）」を

加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定区域の指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１）指定区域の維持管理に関すること。 

（２）指定区域における行為の許可に関すること。 

（３）指定区域における法第７条第１項第６号に掲げる仮設工作物の占用の許

可に関すること。 

（４）その他市長が必要と認める業務 

 第１６条の５の見出し中「有料施設」を「施設等」に改め、同条第２項中「第

１５条」を「指定管理者が管理する有料施設及び指定区域について第１５条」

に改め、「指定管理者が管理する有料施設に」を削り、「、同条第１項」を「、

同項」に、「第６条の３第１項」を「第３条第１項若しくは第３項又は第６条の

３第１項」に改め、「「有料施設」の次に「又は指定区域」を加え、同項を同条

第３項とし、同条第１項中「第６条の３の規定を」を削り、「有料施設に」の次



に「ついて第６条の３の規定を」を加え、同項を同条第２項とし、同条に第１

項として次の１項を加える。 

  指定区域について第３条の規定を適用する場合においては、同条中「市長」

とあるのは、「指定管理者」とする。 

 第１６条の６第１項中「の使用者」を「を使用し、又は第３条第１項若しく

は第３項の許可を受けて指定区域を使用しようとする者」に改め、同条第２項

中「利用料金」を「有料施設設置公園の有料施設の利用料金」に改め、同条に

次の１項を加える。 

３ 第３条第１項又は第３項の許可を受けて使用する指定区域の利用料金は、

別表第１の３に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て

定めるものとする。この場合において、同表中「使用料」とあるのは、「利用

料金」とする。 

 別表第１の２中「第１０条」の次に「、第１６条の６」を加え、同表を別表

第１の３とし、別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第１の２（第１０条関係） 

公園名 区域 

佐倉城址公園 田町駐車場及びその周辺の区域のうち、市長が指定する

区域 

 別表第３法第７条第１項第６号に掲げる工作物の項の次に次のように加える。 

政令第１２条第１項第１

号に掲げる施設 

占用面積１平方  １年 

メートルにつき 

１，１００円 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和１０年４月１日から施行する。ただし、別表第３の改正

規定は令和８年４月１日から、附則第３項の規定は公布の日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に改正前の佐倉市都市公園条例の規定により市長が

した許可その他の行為及び市長に対してなされた申請その他の行為（同日以

後の利用に係るものに限る。）は、この条例による改正後の佐倉市都市公園条

例の相当規定によって指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に

対してなされた申請その他の行為とみなす。 

 （佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正） 

３ 佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例（令和７年佐倉市条例第２４号）

の一部を次のように改正する。 

  第１０条第１項の改正規定中「」の次に「（佐倉ふるさと広場における許可

を除く。）」を「（」の次に「佐倉ふるさと広場等（佐倉ふるさと広場及び」を、

「いう」の次に「。）をいう」に改める。 

  第１６条の２の改正規定から第１６条の６の改正規定までを次のように改

める。 

   第１６条の２中「公園の」を「公園及び佐倉ふるさと広場の」に、「指定

区域」を「佐倉ふるさと広場等」に改める。 

   第１６条の３第１項及び第２項、第１６条の５第１項及び第３項並びに

第１６条の６第１項及び第３項中「指定区域」を「佐倉ふるさと広場等」

に改める。 

  別表第１の２の改正規定を削る。 


